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る
た
め
の
所
要
の
改
正
を
し
た
も
の

で
す
。
ま
た
、
他
の
制
度
等
に
よ
り

医
療
費
の
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
者
を
、
重
度
心
身
障
害
者
医
療

費
の
支
給
対
象
と
し
な
い
た
め
の
所

要
の
改
正
を
す
る
と
と
も
に
、
障
害

者
自
立
支
援
法
の
施
行
に
伴
う
規
定

の
整
備
を
し
た
も
の
で
す
。

▽
　
川
越
市
良
好
な
環
境
の
保
全
に

　
関
す
る
基
本
条
例
を
定
め
る
こ
と

　
に
つ
い
て
　
　
　
―
原
案
可
決
―

▽
　
仮
称
高
階
地
区
公
共
施
設
新
築

 

工
事
請
負
契
約
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
―
原
案
可
決
―

▽
　
仮
称
高
階
地
区
公
共
施
設
新
築

　
電
気
設
備
工
事
請
負
契
約
に
つ
い

　
て
　
　
　
　
　
　
―
原
案
可
決
―

▽
　
仮
称
高
階
地
区
公
共
施
設
新
築

　
空
調
設
備
工
事
請
負
契
約
に
つ
い

　
て
　
　
　
　
　
　
―
原
案
可
決
―

　
以
上
三
件
の
案
件
は
、
既
存
の
公

民
館
、
出
張
所
の
狭
隘
さ
や
老
朽
化

の
解
消
を
図
り
、
併
せ
て
バ
リ
ア
フ

リ
ー
化
を
目
指
し
た
公
民
館
、
出
張

所
、
図
書
館
及
び
児
童
青
少
年
施
設

の
四
つ
の
機
能
を
持
つ
複
合
施
設
を

新
築
す
る
た
め
、
仮
称
高
階
地
区
公

共
施
設
を
大
字
藤
間
二
十
七
番
地
一

に
建
設
す
る
も
の
で
す
。

　
川
越
市
旅
館
業
法
施
行
条
例
に
つ

い
て
は
、
児
童
福
祉
法
の
引
用
条
項

を
改
め
た
も
の
で
す
。

▽
　
川
越
市
こ
ど
も
医
療
費
支
給
に

 

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

 

条
例
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て

 

　
　
　
　
　
　
　
―
原
案
可
決
―

 

支
給
対
象
者
の
見
直
し
等
を
行
う

た
め
、
本
条
例
の
一
部
を
改
正
し
た

も
の
で
す
。

 

改
正
の
内
容
は
、
児
童
福
祉
法
の

一
部
改
正
に
伴
い
、
従
来
公
費
で
医

療
費
が
賄
わ
れ
て
い
た
児
童
福
祉
施

設
入
所
者
に
つ
い
て
も
、
今
後
は
一

部
負
担
金
が
発
生
す
る
た
め
、
こ
ど

も
医
療
費
の
支
給
対
象
と
す
る
た
め

の
所
要
の
改
正
を
し
た
も
の
で
す
。

　
ま
た
、
同
一
の
医
療
費
に
つ
い
て
、

他
の
市
町
村
が
実
施
す
る
医
療
費
の

助
成
事
業
に
よ
る
給
付
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
者
を
、
こ
ど
も
医
療
費

の
支
給
対
象
と
し
な
い
た
め
の
所
要

の
改
正
を
す
る
と
と
も
に
、
健
康
保

険
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
規
定
の
整

備
を
し
た
も
の
で
す
。

▽
　
川
越
市
重
度
心
身
障
害
者
医
療

　
費
支
給
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

　
改
正
す
る
条
例
を
定
め
る
こ
と
に

　
つ
い
て
　
　
　
　
―
原
案
可
決
―

 

支
給
対
象
者
の
見
直
し
等
を
行
う

た
め
、
本
条
例
の
一
部
を
改
正
し
た

も
の
で
す
。

 

改
正
の
内
容
は
、
児
童
福
祉
法
の

一
部
改
正
に
伴
い
、
従
来
公
費
で
医

療
費
が
賄
わ
れ
て
い
た
障
害
児
施
設

入
所
者
に
つ
い
て
も
、
今
後
は
一
部

負
担
金
が
発
生
す
る
た
め
、
重
度
心

身
障
害
者
医
療
費
の
支
給
対
象
と
す

 

一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
定
め
る

　
こ
と
に
つ
い
て

 

　
　
　
　
　
　
　
―
原
案
可
決
―

 

児
童
福
祉
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、

条
例
の
一
部
を
改
正
し
た
も
の
で
す
。

 

改
正
の
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で

す
。

　
川
越
市
立
あ
け
ぼ
の
児
童
園
設
置

及
び
管
理
条
例
に
つ
い
て
は
、
入
園

資
格
者
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
は

す
べ
て
県
に
よ
る
措
置
で
あ
っ
た
も

の
か
ら
、
児
童
福
祉
法
の
規
定
に
よ

る
施
設
受
給
者
証
の
交
付
を
受
け
て

い
る
保
護
者
の
当
該
受
給
者
証
に
記

載
さ
れ
て
い
る
児
童
及
び
同
法
に
規

定
さ
れ
た
措
置
を
認
め
た
児
童
に
改

め
た
も
の
で
す
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で

は
費
用
徴
収
額
を
県
が
徴
収
し
て
い

た
が
、
同
法
の
改
正
に
よ
り
、
利
用

者
と
あ
け
ぼ
の
児
童
園
と
の
契
約
と

な
り
、
利
用
者
負
担
の
支
払
い
が
生

じ
る
た
め
、
使
用
料
に
つ
い
て
定
め

た
も
の
で
す
。

げ
る
た
め
、
本
条
例
の
一
部
を
改
正

し
た
も
の
で
す
。

 
改
正
の
内
容
は
、
平
成
十
八
年
十

月
一
日
か
ら
出
産
育
児
一
時
金
の
額

を
三
十
万
円
か
ら
三
十
五
万
円
に
増

額
し
た
も
の
で
す
。

▽
　
川
越
市
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
条

 

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
定

 

め
る
こ
と
に
つ
い
て

 

　
　
　
　
　
　
　
―
原
案
可
決
―

 

身
体
障
害
者
福
祉
法
の
一
部
改
正

に
伴
い
、
本
条
例
の
一
部
を
改
正
し

た
も
の
で
す
。

 

改
正
の
内
容
は
、
身
体
障
害
者
福

祉
法
の
引
用
条
項
を
改
め
た
も
の
で

す
。

▽
　
川
越
市
立
あ
け
ぼ
の
児
童
園
設

 

置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正

 

す
る
条
例
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い

 

て
　
　
　
　
　
　
―
原
案
可
決
―

▽
　
川
越
市
旅
館
業
法
施
行
条
例
の

　
環
境
の
保
全
に
関
す
る
施
策
を
総

合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
し
、
も
っ

て
現
在
及
び
将
来
の
市
民
の
健
康
で

文
化
的
な
生
活
の
確
保
に
寄
与
す
る

た
め
、
本
条
例
を
制
定
し
た
も
の
で

す
。

 

主
な
内
容
は
、
本
市
に
お
け
る
環

境
の
保
全
に
つ
い
て
、
基
本
理
念
並

び
に
市
、
市
民
、
事
業
者
等
の
責
務

及
び
施
策
の
基
本
方
針
等
を
定
め
た

も
の
で
す
。

　
建
物
構
造
は
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト
造
二
階
建
て
、
延
べ
床
面
積
四
千

四
百
四
十
二
・
五
三
㎡
で
す
。

　
請
負
契
約
の
内
容
は
そ
れ
ぞ
れ
次

の
と
お
り
で
す
。

○
仮
称
高
階
地
区
公
共
施
設
新
築
工

　
事
請
負
契
約

一
、
契
約
の
方
法

 

　
　
指
名
競
争
入
札

二
、
契
約
の
金
額

 

　
　
八
億
五
百
三
十
五
万
円

三
、
契
約
の
相
手
方

 

　
　
沢
建
・
三
光
・
横
田
特
別
共

 

　
　
同
企
業
体

四
、
工
　
期

 

　
　
本
契
約
締
結
の
日
か
ら
平
成

 

　
　
十
九
年
十
一
月
十
六
日
ま
で

○
仮
称
高
階
地
区
公
共
施
設
新
築
電

▼
　
第
一
日
（
九
月
一
日
）
会
期
を

 

二
十
五
日
間
と
決
定
。
継
続
審
査

 

と
な
っ
て
い
た
案
件
に
つ
い
て
、

 

委
員
長
報
告
が
行
わ
れ
、
審
議
の

 

結
果
、
地
域
振
興
ふ
れ
あ
い
拠
点

 

施
設
建
設
に
か
か
わ
る
諸
問
題
に

 

つ
い
て
は
、
さ
ら
に
継
続
審
査
と

 

決
定
。
次
に
報
告
事
項
一
件
の
報

 

告
を
受
け
た
後
、
市
が
出
資
し
て

 

い
る
法
人
の
経
営
状
況
を
説
明
す

 

る
書
類
の
提
出
が
あ
り
、
続
い
て

 

提
出
案
三
十
三
件
に
つ
い
て
提
案

 

理
由
の
説
明
を
実
施
。

▼
　
第
二
日
（
九
月
二
日
）
か
ら
第

 

四
日
（
九
月
四
日
）
ま
で
本
会
議

 

休
会
。

▼
　
第
五
日
（
九
月
五
日
）
提
出
案

 

に
対
す
る
質
疑
を
実
施
し
た
後
、

 

関
係
委
員
会
に
そ
の
審
査
を
付
託
。

 

平
成
十
七
年
度
一
般
・
特
別
会
計

 

決
算
十
一
件
、
平
成
十
七
年
度
水

 

道
事
業
会
計
決
算
及
び
平
成
十
七

 

年
度
公
共
下
水
道
事
業
会
計
決
算

 

に
つ
い
て
は
、
平
成
十
七
年
度
決

 

算
特
別
委
員
会
を
設
置
し
、
そ
の

 

審
査
を
付
託
。

▼
　
第
六
日
（
九
月
六
日
）
本
会
議

 

休
会
。

▼
　
第
七
日
（
九
月
七
日
）
本
会
議

 

休
会
。
議
会
運
営
委
員
会
開
催
。

▼
　
第
八
日
（
九
月
八
日
）
通
告
順

 

に
よ
り
一
般
質
問
を
実
施
。

▼
　
第
九
日
（
九
月
九
日
）
及
び
第

 

十
日
（
九
月
十
日
）
本
会
議
休
会
。

議
事
の
あ
ら
ま
し

川越市総合福祉センター　川越市総合福祉センター　
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工
事
請
負
契
約

仮
称
高
階
地
区
公
共
施
設
新
築
工
事
請
負
契
約

な
ど
三
件
を
可
決
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三
、
契
約
の
相
手
方

 

　
　
埼
設
・
石
井
特
別
共
同
企
業

 

　
　
体

四
、
工
　
期

 

　
　
本
契
約
締
結
の
日
か
ら
平
成

 

　
　
十
九
年
十
二
月
十
四
日
ま
で

▽
　
平
成
十
八
年
度
川
越
市
一
般
会

 

計
補
正
予
算
（
第
一
号
）

 

　
　
　
　
　
　
　
―
原
案
可
決
―

　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳
入
歳

出
そ
れ
ぞ
れ
十
四
億
一
千
七
百
六
万

三
千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算

の
総
額
を
そ
れ
ぞ
れ
八
百
九
十
億
四

千
七
百
六
万
三
千
円
と
し
た
も
の
で

す
。

　
こ
の
補
正
の
主
な
内
容
は
、
歳
入

に
つ
い
て
は
、
ま
ち
づ
く
り
交
付
金
、

市
有
地
売
払
収
入
、
土
地
開
発
基
金

繰
入
金
及
び
市
債
の
増
額
分
等
を
計

上
し
、
歳
出
に
つ
い
て
は
、
郊
外
型

駐
車
場
整
備
、
市
民
要
望
の
多
い
道

路
等
の
整
備
・
改
良
及
び
普
通
財
産

購
入
に
伴
う
増
額
分
等
を
計
上
し
た

も
の
で
す
。
併
せ
て
、
起
債
限
度
額

の
確
定
等
に
伴
い
、
地
方
債
の
追
加

及
び
変
更
を
し
た
も
の
で
す
。

九
十
億
四
千
七
百
六
万
三
千
円
、
特

別
会
計
八
百
十
二
億
四
千
八
百
九
十

三
万
円
、
合
計
一
千
七
百
二
億
九
千

五
百
九
十
九
万
三
千
円
と
な
り
ま
し

た
。

○
仮
称
高
階
地
区
公
共
施
設
新
築
空

　
調
設
備
工
事
請
負
契
約

一
、
契
約
の
方
法

 

　
　
指
名
競
争
入
札

二
、
契
約
の
金
額

 

　
　
二
億
二
千
五
十
万
円

　
今
定
例
会
に
は
、
一
般
会
計
補
正

予
算
一
件
、
特
別
会
計
補
正
予
算
四

件
が
提
案
さ
れ
、
原
案
ど
お
り
可
決

さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
れ
に
よ
り
、
平
成
十
八
年
度
本

市
予
算
の
総
額
は
、
一
般
会
計
八
百

　
気
設
備
工
事
請
負
契
約

一
、
契
約
の
方
法

 

　
　
指
名
競
争
入
札

二
、
契
約
の
金
額

 

　
　
一
億
七
千
九
百
五
十
五
万
円

三
、
契
約
の
相
手
方

 

　
　
関
根
・
フ
ジ
ヤ
電
気
特
別
共

 

　
　
同
企
業
体

四
、
工
　
期

 

　
　
本
契
約
締
結
の
日
か
ら
平
成

 

　
　
十
九
年
十
二
月
十
四
日
ま
で

▽
　
平
成
十
八
年
度
川
越
市
国
民
健

 

康
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

　
（
第
一
号
）
　
　
―
原
案
可
決
―

 

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
そ
れ
ぞ

れ
十
一
億
四
千
三
百
七
十
一
万
円
を

追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を

そ
れ
ぞ
れ
二
百
七
十
九
億
九
千
二
百

十
一
万
円
と
し
た
も
の
で
す
。

　
こ
の
補
正
の
主
な
内
容
は
、
平
成

十
八
年
十
月
か
ら
実
施
さ
れ
る
保
険

財
政
共
同
安
定
化
事
業
に
係
る
所
要

額
等
を
計
上
し
た
も
の
で
す
。

▽
　
平
成
十
八
年
度
川
越
市
老
人
保

　
健
医
療
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

　
（
第
一
号
）
　
　
―
原
案
可
決
―

　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
そ
れ
ぞ

れ
四
千
八
百
四
十
三
万
一
千
円
を
追

加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
そ

れ
ぞ
れ
二
百
四
億
二
千
七
百
九
十
六

万
六
千
円
と
し
た
も
の
で
す
。

▼
　
第
十
一
日
（
九
月
十
一
日
）
通

 

告
順
に
よ
り
一
般
質
問
を
実
施
。

▼
　
第
十
二
日
（
九
月
十
二
日
）
通

 

告
順
に
よ
り
一
般
質
問
を
実
施
。

▼
　
第
十
三
日
（
九
月
十
三
日
）
通

 
告
順
に
よ
り
一
般
質
問
を
実
施
。

▼
　
第
十
四
日
（
九
月
十
四
日
）
通

 

告
順
に
よ
り
一
般
質
問
を
実
施
。

▼
　
第
十
五
日
（
九
月
十
五
日
）
通

 

告
順
に
よ
り
一
般
質
問
を
実
施
。

▼
　
第
十
六
日
（
九
月
十
六
日
）
か

 

ら
第
十
八
日
（
九
月
十
八
日
）
ま

 

で
本
会
議
休
会
。

▼
　
第
十
九
日
（
九
月
十
九
日
）
本

 

会
議
休
会
。
四
常
任
委
員
会
開
催
。

▼
　
第
二
十
日
（
九
月
二
十
日
）
本

 

会
議
休
会
。
厚
生
常
任
委
員
会
開

 

催
。

▼
　
第
二
十
一
日
（
九
月
二
十
一
日
）

 

本
会
議
休
会
。
平
成
十
七
年
度
決

 

算
特
別
委
員
会
及
び
厚
生
常
任
委

 

員
会
開
催
。

▼
　
第
二
十
二
日
（
九
月
二
十
二
日
）

 

か
ら
第
二
十
四
日
（
九
月
二
十
四

 

日
）
ま
で
本
会
議
休
会
。

▼
　
第
二
十
五
日
（
九
月
二
十
五
日
）

 

最
終
日
。
各
委
員
長
よ
り
付
託
さ

 

れ
た
案
件
の
審
査
の
経
過
と
結
果

 

に
つ
い
て
報
告
が
行
わ
れ
、
審
議

 

の
結
果
、
請
願
二
件
を
採
択
、
議

 

案
三
十
三
件
の
う
ち
平
成
十
七
年

 

度
決
算
十
三
件
を
継
続
審
査
、
二

 

十
件
を
原
案
可
決
。
次
に
議
員
提

 

案
に
よ
る
決
議
一
件
を
原
案
可
決

 

し
た
後
、
「
市
職
員
の
公
金
横
領

 

事
件
の
解
明
等
に
関
す
る
調
査
特

 

別
委
員
会
」
を
設
置
し
、
同
特
別

 

委
員
会
の
委
員
の
選
任
を
行
い
、

補
正
予
算
五
件
を
可
決

仮称高階地区公共施設完成予想図　

郊外型駐車場予定地一部（城下町地内）　

整備される市道0071号線（小ケ谷地内）　
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る
た
め
の
所
要
の
改
正
を
し
た
も
の

で
す
。
ま
た
、
他
の
制
度
等
に
よ
り

医
療
費
の
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
者
を
、
重
度
心
身
障
害
者
医
療

費
の
支
給
対
象
と
し
な
い
た
め
の
所

要
の
改
正
を
す
る
と
と
も
に
、
障
害

者
自
立
支
援
法
の
施
行
に
伴
う
規
定

の
整
備
を
し
た
も
の
で
す
。

▽
　
川
越
市
良
好
な
環
境
の
保
全
に

　
関
す
る
基
本
条
例
を
定
め
る
こ
と

　
に
つ
い
て
　
　
　
―
原
案
可
決
―

▽
　
仮
称
高
階
地
区
公
共
施
設
新
築

 

工
事
請
負
契
約
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
―
原
案
可
決
―

▽
　
仮
称
高
階
地
区
公
共
施
設
新
築

　
電
気
設
備
工
事
請
負
契
約
に
つ
い

　
て
　
　
　
　
　
　
―
原
案
可
決
―

▽
　
仮
称
高
階
地
区
公
共
施
設
新
築

　
空
調
設
備
工
事
請
負
契
約
に
つ
い

　
て
　
　
　
　
　
　
―
原
案
可
決
―

　
以
上
三
件
の
案
件
は
、
既
存
の
公

民
館
、
出
張
所
の
狭
隘
さ
や
老
朽
化

の
解
消
を
図
り
、
併
せ
て
バ
リ
ア
フ

リ
ー
化
を
目
指
し
た
公
民
館
、
出
張

所
、
図
書
館
及
び
児
童
青
少
年
施
設

の
四
つ
の
機
能
を
持
つ
複
合
施
設
を

新
築
す
る
た
め
、
仮
称
高
階
地
区
公

共
施
設
を
大
字
藤
間
二
十
七
番
地
一

に
建
設
す
る
も
の
で
す
。

　
川
越
市
旅
館
業
法
施
行
条
例
に
つ

い
て
は
、
児
童
福
祉
法
の
引
用
条
項

を
改
め
た
も
の
で
す
。

▽
　
川
越
市
こ
ど
も
医
療
費
支
給
に

 

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

 

条
例
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て

 

　
　
　
　
　
　
　
―
原
案
可
決
―

 

支
給
対
象
者
の
見
直
し
等
を
行
う

た
め
、
本
条
例
の
一
部
を
改
正
し
た

も
の
で
す
。

 

改
正
の
内
容
は
、
児
童
福
祉
法
の

一
部
改
正
に
伴
い
、
従
来
公
費
で
医

療
費
が
賄
わ
れ
て
い
た
児
童
福
祉
施

設
入
所
者
に
つ
い
て
も
、
今
後
は
一

部
負
担
金
が
発
生
す
る
た
め
、
こ
ど

も
医
療
費
の
支
給
対
象
と
す
る
た
め

の
所
要
の
改
正
を
し
た
も
の
で
す
。

　
ま
た
、
同
一
の
医
療
費
に
つ
い
て
、

他
の
市
町
村
が
実
施
す
る
医
療
費
の

助
成
事
業
に
よ
る
給
付
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
者
を
、
こ
ど
も
医
療
費

の
支
給
対
象
と
し
な
い
た
め
の
所
要

の
改
正
を
す
る
と
と
も
に
、
健
康
保

険
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
規
定
の
整

備
を
し
た
も
の
で
す
。

▽
　
川
越
市
重
度
心
身
障
害
者
医
療

　
費
支
給
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

　
改
正
す
る
条
例
を
定
め
る
こ
と
に

　
つ
い
て
　
　
　
　
―
原
案
可
決
―

 

支
給
対
象
者
の
見
直
し
等
を
行
う

た
め
、
本
条
例
の
一
部
を
改
正
し
た

も
の
で
す
。

 

改
正
の
内
容
は
、
児
童
福
祉
法
の

一
部
改
正
に
伴
い
、
従
来
公
費
で
医

療
費
が
賄
わ
れ
て
い
た
障
害
児
施
設

入
所
者
に
つ
い
て
も
、
今
後
は
一
部

負
担
金
が
発
生
す
る
た
め
、
重
度
心

身
障
害
者
医
療
費
の
支
給
対
象
と
す

 

一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
定
め
る

　
こ
と
に
つ
い
て

 

　
　
　
　
　
　
　
―
原
案
可
決
―

 

児
童
福
祉
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、

条
例
の
一
部
を
改
正
し
た
も
の
で
す
。

 

改
正
の
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で

す
。

　
川
越
市
立
あ
け
ぼ
の
児
童
園
設
置

及
び
管
理
条
例
に
つ
い
て
は
、
入
園

資
格
者
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
は

す
べ
て
県
に
よ
る
措
置
で
あ
っ
た
も

の
か
ら
、
児
童
福
祉
法
の
規
定
に
よ

る
施
設
受
給
者
証
の
交
付
を
受
け
て

い
る
保
護
者
の
当
該
受
給
者
証
に
記

載
さ
れ
て
い
る
児
童
及
び
同
法
に
規

定
さ
れ
た
措
置
を
認
め
た
児
童
に
改

め
た
も
の
で
す
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で

は
費
用
徴
収
額
を
県
が
徴
収
し
て
い

た
が
、
同
法
の
改
正
に
よ
り
、
利
用

者
と
あ
け
ぼ
の
児
童
園
と
の
契
約
と

な
り
、
利
用
者
負
担
の
支
払
い
が
生

じ
る
た
め
、
使
用
料
に
つ
い
て
定
め

た
も
の
で
す
。

げ
る
た
め
、
本
条
例
の
一
部
を
改
正

し
た
も
の
で
す
。

 

改
正
の
内
容
は
、
平
成
十
八
年
十

月
一
日
か
ら
出
産
育
児
一
時
金
の
額

を
三
十
万
円
か
ら
三
十
五
万
円
に
増

額
し
た
も
の
で
す
。

▽
　
川
越
市
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
条

 

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
定

 

め
る
こ
と
に
つ
い
て

 

　
　
　
　
　
　
　
―
原
案
可
決
―

 

身
体
障
害
者
福
祉
法
の
一
部
改
正

に
伴
い
、
本
条
例
の
一
部
を
改
正
し

た
も
の
で
す
。

 

改
正
の
内
容
は
、
身
体
障
害
者
福

祉
法
の
引
用
条
項
を
改
め
た
も
の
で

す
。

▽
　
川
越
市
立
あ
け
ぼ
の
児
童
園
設

 

置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正

 

す
る
条
例
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い

 

て
　
　
　
　
　
　
―
原
案
可
決
―

▽
　
川
越
市
旅
館
業
法
施
行
条
例
の

　
環
境
の
保
全
に
関
す
る
施
策
を
総

合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
し
、
も
っ

て
現
在
及
び
将
来
の
市
民
の
健
康
で

文
化
的
な
生
活
の
確
保
に
寄
与
す
る

た
め
、
本
条
例
を
制
定
し
た
も
の
で

す
。

 

主
な
内
容
は
、
本
市
に
お
け
る
環

境
の
保
全
に
つ
い
て
、
基
本
理
念
並

び
に
市
、
市
民
、
事
業
者
等
の
責
務

及
び
施
策
の
基
本
方
針
等
を
定
め
た

も
の
で
す
。

　
建
物
構
造
は
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト
造
二
階
建
て
、
延
べ
床
面
積
四
千

四
百
四
十
二
・
五
三
㎡
で
す
。

　
請
負
契
約
の
内
容
は
そ
れ
ぞ
れ
次

の
と
お
り
で
す
。

○
仮
称
高
階
地
区
公
共
施
設
新
築
工

　
事
請
負
契
約

一
、
契
約
の
方
法

 

　
　
指
名
競
争
入
札

二
、
契
約
の
金
額

 

　
　
八
億
五
百
三
十
五
万
円

三
、
契
約
の
相
手
方

 

　
　
沢
建
・
三
光
・
横
田
特
別
共

 

　
　
同
企
業
体

四
、
工
　
期

 

　
　
本
契
約
締
結
の
日
か
ら
平
成

 

　
　
十
九
年
十
一
月
十
六
日
ま
で

○
仮
称
高
階
地
区
公
共
施
設
新
築
電

▼
　
第
一
日
（
九
月
一
日
）
会
期
を

 

二
十
五
日
間
と
決
定
。
継
続
審
査

 

と
な
っ
て
い
た
案
件
に
つ
い
て
、

 

委
員
長
報
告
が
行
わ
れ
、
審
議
の

 

結
果
、
地
域
振
興
ふ
れ
あ
い
拠
点

 

施
設
建
設
に
か
か
わ
る
諸
問
題
に

 

つ
い
て
は
、
さ
ら
に
継
続
審
査
と

 

決
定
。
次
に
報
告
事
項
一
件
の
報

 

告
を
受
け
た
後
、
市
が
出
資
し
て

 

い
る
法
人
の
経
営
状
況
を
説
明
す

 

る
書
類
の
提
出
が
あ
り
、
続
い
て

 

提
出
案
三
十
三
件
に
つ
い
て
提
案

 

理
由
の
説
明
を
実
施
。

▼
　
第
二
日
（
九
月
二
日
）
か
ら
第

 

四
日
（
九
月
四
日
）
ま
で
本
会
議

 

休
会
。

▼
　
第
五
日
（
九
月
五
日
）
提
出
案

 

に
対
す
る
質
疑
を
実
施
し
た
後
、

 

関
係
委
員
会
に
そ
の
審
査
を
付
託
。

 

平
成
十
七
年
度
一
般
・
特
別
会
計

 

決
算
十
一
件
、
平
成
十
七
年
度
水

 

道
事
業
会
計
決
算
及
び
平
成
十
七

 

年
度
公
共
下
水
道
事
業
会
計
決
算

 

に
つ
い
て
は
、
平
成
十
七
年
度
決

 

算
特
別
委
員
会
を
設
置
し
、
そ
の

 

審
査
を
付
託
。

▼
　
第
六
日
（
九
月
六
日
）
本
会
議

 

休
会
。

▼
　
第
七
日
（
九
月
七
日
）
本
会
議

 

休
会
。
議
会
運
営
委
員
会
開
催
。

▼
　
第
八
日
（
九
月
八
日
）
通
告
順

 

に
よ
り
一
般
質
問
を
実
施
。

▼
　
第
九
日
（
九
月
九
日
）
及
び
第

 

十
日
（
九
月
十
日
）
本
会
議
休
会
。

議
事
の
あ
ら
ま
し

川越市総合福祉センター　川越市総合福祉センター　

川越市立あけぼの児童園　川越市立あけぼの児童園　

工
事
請
負
契
約

仮
称
高
階
地
区
公
共
施
設
新
築
工
事
請
負
契
約

な
ど
三
件
を
可
決
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三
、
契
約
の
相
手
方

 

　
　
埼
設
・
石
井
特
別
共
同
企
業

 

　
　
体

四
、
工
　
期

 

　
　
本
契
約
締
結
の
日
か
ら
平
成

 

　
　
十
九
年
十
二
月
十
四
日
ま
で

▽
　
平
成
十
八
年
度
川
越
市
一
般
会

 

計
補
正
予
算
（
第
一
号
）

 

　
　
　
　
　
　
　
―
原
案
可
決
―

　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳
入
歳

出
そ
れ
ぞ
れ
十
四
億
一
千
七
百
六
万

三
千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算

の
総
額
を
そ
れ
ぞ
れ
八
百
九
十
億
四

千
七
百
六
万
三
千
円
と
し
た
も
の
で

す
。

　
こ
の
補
正
の
主
な
内
容
は
、
歳
入

に
つ
い
て
は
、
ま
ち
づ
く
り
交
付
金
、

市
有
地
売
払
収
入
、
土
地
開
発
基
金

繰
入
金
及
び
市
債
の
増
額
分
等
を
計

上
し
、
歳
出
に
つ
い
て
は
、
郊
外
型

駐
車
場
整
備
、
市
民
要
望
の
多
い
道

路
等
の
整
備
・
改
良
及
び
普
通
財
産

購
入
に
伴
う
増
額
分
等
を
計
上
し
た

も
の
で
す
。
併
せ
て
、
起
債
限
度
額

の
確
定
等
に
伴
い
、
地
方
債
の
追
加

及
び
変
更
を
し
た
も
の
で
す
。

九
十
億
四
千
七
百
六
万
三
千
円
、
特

別
会
計
八
百
十
二
億
四
千
八
百
九
十

三
万
円
、
合
計
一
千
七
百
二
億
九
千

五
百
九
十
九
万
三
千
円
と
な
り
ま
し

た
。

○
仮
称
高
階
地
区
公
共
施
設
新
築
空

　
調
設
備
工
事
請
負
契
約

一
、
契
約
の
方
法

 

　
　
指
名
競
争
入
札

二
、
契
約
の
金
額

 

　
　
二
億
二
千
五
十
万
円

　
今
定
例
会
に
は
、
一
般
会
計
補
正

予
算
一
件
、
特
別
会
計
補
正
予
算
四

件
が
提
案
さ
れ
、
原
案
ど
お
り
可
決

さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
れ
に
よ
り
、
平
成
十
八
年
度
本

市
予
算
の
総
額
は
、
一
般
会
計
八
百

　
気
設
備
工
事
請
負
契
約

一
、
契
約
の
方
法

 

　
　
指
名
競
争
入
札

二
、
契
約
の
金
額

 

　
　
一
億
七
千
九
百
五
十
五
万
円

三
、
契
約
の
相
手
方

 

　
　
関
根
・
フ
ジ
ヤ
電
気
特
別
共

 

　
　
同
企
業
体

四
、
工
　
期

 

　
　
本
契
約
締
結
の
日
か
ら
平
成

 

　
　
十
九
年
十
二
月
十
四
日
ま
で

▽
　
平
成
十
八
年
度
川
越
市
国
民
健

 

康
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

　
（
第
一
号
）
　
　
―
原
案
可
決
―

 

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
そ
れ
ぞ

れ
十
一
億
四
千
三
百
七
十
一
万
円
を

追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を

そ
れ
ぞ
れ
二
百
七
十
九
億
九
千
二
百

十
一
万
円
と
し
た
も
の
で
す
。

　
こ
の
補
正
の
主
な
内
容
は
、
平
成

十
八
年
十
月
か
ら
実
施
さ
れ
る
保
険

財
政
共
同
安
定
化
事
業
に
係
る
所
要

額
等
を
計
上
し
た
も
の
で
す
。

▽
　
平
成
十
八
年
度
川
越
市
老
人
保

　
健
医
療
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

　
（
第
一
号
）
　
　
―
原
案
可
決
―

　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
そ
れ
ぞ

れ
四
千
八
百
四
十
三
万
一
千
円
を
追

加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
そ

れ
ぞ
れ
二
百
四
億
二
千
七
百
九
十
六

万
六
千
円
と
し
た
も
の
で
す
。

▼
　
第
十
一
日
（
九
月
十
一
日
）
通

 

告
順
に
よ
り
一
般
質
問
を
実
施
。

▼
　
第
十
二
日
（
九
月
十
二
日
）
通

 

告
順
に
よ
り
一
般
質
問
を
実
施
。

▼
　
第
十
三
日
（
九
月
十
三
日
）
通

 

告
順
に
よ
り
一
般
質
問
を
実
施
。

▼
　
第
十
四
日
（
九
月
十
四
日
）
通

 

告
順
に
よ
り
一
般
質
問
を
実
施
。

▼
　
第
十
五
日
（
九
月
十
五
日
）
通

 

告
順
に
よ
り
一
般
質
問
を
実
施
。

▼
　
第
十
六
日
（
九
月
十
六
日
）
か

 

ら
第
十
八
日
（
九
月
十
八
日
）
ま

 

で
本
会
議
休
会
。

▼
　
第
十
九
日
（
九
月
十
九
日
）
本

 

会
議
休
会
。
四
常
任
委
員
会
開
催
。

▼
　
第
二
十
日
（
九
月
二
十
日
）
本

 

会
議
休
会
。
厚
生
常
任
委
員
会
開

 

催
。

▼
　
第
二
十
一
日
（
九
月
二
十
一
日
）

 

本
会
議
休
会
。
平
成
十
七
年
度
決

 

算
特
別
委
員
会
及
び
厚
生
常
任
委

 

員
会
開
催
。

▼
　
第
二
十
二
日
（
九
月
二
十
二
日
）

 

か
ら
第
二
十
四
日
（
九
月
二
十
四

 

日
）
ま
で
本
会
議
休
会
。

▼
　
第
二
十
五
日
（
九
月
二
十
五
日
）

 

最
終
日
。
各
委
員
長
よ
り
付
託
さ

 

れ
た
案
件
の
審
査
の
経
過
と
結
果

 

に
つ
い
て
報
告
が
行
わ
れ
、
審
議

 

の
結
果
、
請
願
二
件
を
採
択
、
議

 

案
三
十
三
件
の
う
ち
平
成
十
七
年

 

度
決
算
十
三
件
を
継
続
審
査
、
二

 

十
件
を
原
案
可
決
。
次
に
議
員
提

 

案
に
よ
る
決
議
一
件
を
原
案
可
決

 

し
た
後
、
「
市
職
員
の
公
金
横
領

 

事
件
の
解
明
等
に
関
す
る
調
査
特

 

別
委
員
会
」
を
設
置
し
、
同
特
別

 

委
員
会
の
委
員
の
選
任
を
行
い
、

補
正
予
算
五
件
を
可
決

仮称高階地区公共施設完成予想図　

郊外型駐車場予定地一部（城下町地内）　

整備される市道0071号線（小ケ谷地内）　


